
 

令和５年度事業計画 

 
当機構は、昭和２５年以来、国民の住生活の安定に向け、住宅の火災等による

損害に対する地方公共団体相互の救済事業を実施してきた。令和５年度におい

ては、７０周年記念フォーラム及び地域におけるフォーラムにおいて再確認さ

れた共助の理念を踏まえ、会員の結束に向けて対話と信頼を深化させるよう取

組を進め、共済システムの一層の強化を図る。また、現下の経済情勢に鑑み、共

済事業の安定的な運営が図れるよう収支の適正化に取組む。 

 

１ 住宅火災共済事業 

（１）火災共済委託契約 

・火災共済掛金収入を１１億７，６００万円と見込む。 

・新規会員の確保、現会員の付保率の向上及び加入戸数の増加に努め、共済

事業の安定的な運営を図る。（６ 参照） 

・会員相互のコミュニケーションネットワークを構築し、機構の相互救済シ

ステムの強化につなげる。（７ 参照） 

（２）火災共済給付金 

・支払額を火災共済給付金５億２，１００万円、特定給付金２，０００万円

と見込む。 

 

・併せて、火災発生・被害拡大の抑止の観点から以下の取組を行う。 

① 大規模火災の発生事案について、引き続き会員の協力を得つつ、現地

調査等を行い、被害が大規模となった要因や考えられる対応策等につ

いて整理し、会員に情報提供を行う。 

 

② 住宅防火補助事業について、抑止効果が高いものに重点化することと

し、防火活動支援事業の普及を図るとともに、補助対象の整理を行う。 

（５ 参照） 



 

 

２ 復興建築助成事業 

支払額を８，７００万円と見込む。 

 

３ 住宅災害見舞金交付事業 

・支払額を２億２，４００万円と見込む。 

  ・引続き住宅災害復旧に係る国庫補助の実態調査の分析等を行い、住宅災害

見舞金制度の今後のあり方の検討を行う。 

 

４ 令和５年度発生災に対する給付金等の金額（推計） 

（１）令和５年度収支予算のもととなる令和５年度発生災に対する給付金等の

金額の推計は次表のとおりである。 

   表 令和５年度発生災に対する給付金等の金額の推計       （単位：百万円） 

区 分 
当年度発生災 

支出額（A） 

支払備金 

当期積立額（B） 

当年度発生災に 

対する経費（A+B） 

火災共済給付金 

（特定給付金含む） 

４５ 
【４９】 

３６５ 
【３４８】 

４１０ 
【３９７】 

復興建築助成金 
７ 
【７】 

７７ 
【７５】 

８４ 
【８２】 

住宅災害見舞金 
４１ 
【４４】 

１１４ 
【１０６】 

１５５ 
【１５０】 

合 計 
９３ 

【１００】 

５５６ 
【５２９】 

６４９ 
【６２９】 

  （注）括弧内は令和４年度発生災に対する給付金等の金額（予算ベース） 

 

（２）当年度に発生した給付金等の金額の月次把握 

   支払備金管理システムによる月次把握を活用して、年度中間において、上



 

 

半期に発生した火災や自然災害の件数・金額をとりまとめ、会員に情報提供

を行うとともに、過去のデータと比較して分析を行い、決算見通しや次年度

の予算編成等にこれを活用する。 

 

５ 住宅防火補助事業 

 住宅防火補助事業については、火災発生・被害の拡大の抑止の効果が高いもの

に重点化することとし、 

・令和３年度より実施している防火活動支援事業の活用を促進するため、地

域におけるフォーラム等において会員による防火活動支援事業の先進的な

取組み例を紹介するともに、防火知識の普及や初期消火の訓練、地域にお

ける助け合い体制の構築に関する知見や事例の収集に努め、会員に情報提

供を行う。また、防火活動支援事業の会員限度額については、５０万円か

ら１００万円に引き上げる。 

・防火活動支援事業以外の住宅防火補助事業は、防火の設備に集中して実施

することとし、それ以外は、補助対象の整理等を行う。 

・補助金の適正な執行を確保しつつ会員の利便性の向上を図る観点から、住

宅防火補助事業の手続きの合理化について可能な案を検討し、会員と意見

交換等を行う。 

・支払額を９，５００万円とする。 

 

６ 共済拡大の取組の一層の推進 

  常勤役員等が率先して新規会員の確保に努めるとともに、「共済拡大推進

室」が中心となり組織をあげて、付保率６５％未満の現会員の付保率の向

上、未加入住宅の加入促進等を図り、会員数７０５会員及び契約戸数９１万

戸を目指す。このような取組みについては、年度当初からこれを進めること

とし、その際には、令和６年度に予定する標準単価の引き上げを踏まえた掛

金の水準について地方公共団体に適切に説明する。 （８ 参照） 

 



 

 

７ コミュニケーションネットワークの構築 

７０周年記念フォーラム及び地域におけるフォーラムで再確認された共助の

理念を会員相互で共有するとともに、機構がその取組を支援するため、コミュニ

ケーションネットワークの構築に向け昨年度に引き続き以下の取組を実施する。 

・会員相互や会員と事務局相互のコミュニケーションを深めるため、令和５年

１０月に茨城県土浦市、令和５年１１月に宮崎県宮崎市において地域におけ

るフォーラムを実施する。今年度のフォーラムでは、地方創生、地方のポテ

ンシャルや DX の推進など地方公共団体を取りまく重要課題に造詣の深い講

師による講演のほか、新規加入会員のプレゼンテーション、防火、防災等に

ついての会員等による取組事例の発表等を行うとともに、これらを踏まえて

活発な意見交換を行う。 

・運営協議会の一層の活性化、総会及び運営協議会の議長及び副議長と常勤役

員等との意見交換の場の確保、役職員による都道府県及び市町村への訪問、

都道府県主催の管理担当者会議等への職員の派遣等を通じ、会員の声を直接

聴取し、会員とのコミュニケーションの一層の深化を目指す。 

・地域におけるフォーラム等の状況や機構の経営状況に関する情報を機構のホ

ームページや機関誌「全住済業務季報」を通じ公開していく。 

 

８ 標準単価の見直し 

標準単価は、火災共済給付金のみで共済対象物件の修復ができる適正な再

調達価額を算定するものであるが、近年の継続的な物価上昇により、前回の

標準単価改定時（令和元年度）と現在（令和４年１２月までの平均値）を比

較すると建設工事費デフレーター（国土交通省作成）が既に１０ポイント以

上上昇している状況にある。このため、令和６年度における標準単価の引き

上げ改定について、会員に対し周知を図るとともに、建築工事費の動向に関

する調査を従来より前倒して行う。 

 

９ 調査研究事業 

令和４年度に実施した大規模火災発生時の修復経費算定に関する調査の結 



 

 

果を踏まえつつ、給付金請求が長期化している事案について、当該会員の協力

を得つつ、具体的な状況の把握や、その解消に向けた検討を行うこととする。

また、公営住宅の管理に関し、会員が共通に抱える新たなニーズについて会員

と意見交換を行うとともに、これを踏まえて機構の業務の今後のあり方の調

査・検討を行う。 

 

１０ 業務処理システムの計画的な改修等 

・基幹システム、オンライン申請システム等に関し、セキュリティの確保、

円滑な業務遂行等の観点から OSのサポート終了に伴うサーバーの更新を完

了させるとともに１０月から導入が予定されているインボイス制度への的

確な対応のため、システムの改修を行う。                

 ・今後必要とされるシステムの改修をそれに必要な財源の手当てを含めて計

画的に実施するため、部署横断的に機構内の体制を整え、基幹システムと

オンライン申請システムの統合を含め、中期的なシステム改修等のロード

マップを策定する。 

  

１１ 資産運用 

（１）金融資産の運用 

公益目的事業を実施するための重要な資金となる一定の運用益を確保

するため、地方債や事業債による運用に加え、財産管理規程に従い、理事

会の厳格な監督の下で引き続き私募リートによる運用を行う。また、これ

らの運用にあたっては、金利情勢や資金需要を注視しつつ、将来に向けて、

より運用益が確保できるよう適切な運用に努める。 

（２）建物賃貸事業 

賃貸物件については、令和５年２月に引き上げた賃料に基づいて着実に

収益を確保し、法令等に基づき計算した賃貸料収益の５０％を公益目的事

業実施の財源に充てる。また、令和７年１月末に終了する現在の定期借家

契約につき、次期契約に向けて必要な準備を行う。 

 



 

 

１２ 危機管理対応  

緊急時においても可能な限り、会員へのサービス水準を維持するた

め、業務のデジタル化等により、テレワークの環境整備等を引き続き推

進する。  

 

 

 

 

 


